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審議第２号 デマンドタクシーの市外医療機関への乗り入れの検討について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ デマンドタクシーの市外医療機関への実証運行検討状況（概要）について 

 

� 方向性について 

・市外医療機関への通院手段の確保として、 

①きぬ医師会病院（常総市）及び②茨城西南医療センター病院（境町）へ 

実証運行を行う。 

※①きぬ医師会病院…市内病院等の多くが当医師会に所属しており、関係

性が深い。 

  ※②茨城西南医療センター病院…市民の利用が最も多い。救命救急センタ

ー、地域周産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院など

の地域の拠点病院である。 

 

 

 

 

 

概 要 現在 
実証運行便 

（関係者了承後に開始） 

１ 運行区域 

坂東市内全域 市外医療機関２ヶ所のみ追加 

①きぬ医師会病院 

②茨城西南医療センター病院 

 

２ 運行主体 
坂東市 

� 本市デマンドタクシー（予約制乗合タクシー）は、平成 24 年度から市内タ

クシー事業者の協力のもと、市内全域をドア・ツー・ドアで運行しており、

高齢者を中心に、市内医療機関等への移動手段として利用されている。 

� 市民から市外医療機関（きぬ医師会病院（常総市）及び茨城西南医療セン

ター病院（境町））への乗り入れの要望が高まっており、実証運行について

検討を行う。 

現在現在現在現在：：：：    市内専用便市内専用便市内専用便市内専用便２２２２台台台台    

今後今後今後今後：：：：    市内専用便市内専用便市内専用便市内専用便２２２２台台台台    ＋＋＋＋    市外病院専用便市外病院専用便市外病院専用便市外病院専用便２２２２台台台台（（（（増車増車増車増車））））    



資料３ 

2 

 

概 要 現在 
実証運行便 

（関係者了承後に開始） 

３ 運行台数 

２台（ワゴン車） 市外２台を増車 

※市内２台＋市外２台＝計４台 

※市内タクシー事業者より借上げ予定 

４ 対象者 
坂東市民（市役所で事前の利用登録が必要） 

※年齢等による制限は設けない。 

５ 利用料金 

（１乗車あたり） 

中学生以上 300 円 

小学生以下・障がい者（※）100 円 

３歳未満・介助者一人まで無料 

 

※割引対象となる障がい者 

①身体障害者手帳 1、2 級、 

1 種 3 級の方 

②療育手帳マル A・A の方 

③精神障害者保健福祉手帳 

1、2 級の方 

中学生以上 

900 円～1,500 円程度 

※既存の利用券を活用できる

額 

 

小学生以下・障がい者等の割

引設定は未定 

６ 運行日 

月曜～土曜日（日曜日、年末年

始は運休） 

月曜～金曜日（土日祝日、年末

年始、その他乗入れ先の病院

の休診日は運休） 

 

７ 運行時刻 

・便数 

午前８時から午後４時まで 

（正午から午後１時までを除く） 

１時間ごとに、１日１台あたり最

大８便運行 

運行便数 

午前２往復、午後１往復を予定 

 

運行時刻は検討中 

 

８ 予約方法 
利用日の前日に予約センターへ電話等で予約する。 

 

９ 事業継続基準 

（実証運行） 

 ＜市外医療機関実証運行＞ 

・１年程度の実証運行を行い、

現行（市内便）の利用と同程

度（１便あたり２人以上）を想

定 

 

※５～９については、関係機関からの意見等を踏まえて検討する。 
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２．市外への乗り入れ事業導入の進捗（調整）状況について 

 

区分 協議先及び調整状況 

市

内 

交通 

機関 

【協議先】タクシー事業者、路線バス事業者（一部） 

・調整済み（ただし、タクシー事業への影響の懸念等の声があるため、

適宜事業の説明や調整等を継続して行う。） 

医療 

機関 

【協議先】きぬ医師会坂東支部（支部長） 

・調整済み 

市

外 

交通 

機関 

【協議先】タクシー事業者 

・一部事業者から、実証運行の内容や基準について疑義あり 

対応方針：事業継続の判断基準等を検討・明示し、再協議 

医療 

機関 

【協議先】きぬ医師会病院、茨城西南医療センター病院 

・調整済み 

その他 

【協議先】坂東市地域公共交通会議 

・10/29 状況報告・協議 

・事業の詳細協議段階において再度開催予定 

 

【協議先】常総市・境町 

・適宜情報共有 

 


